
登録番号：

三島市民文化会館
指定管理者

団体名

代表者

団体の主な
活動目的・内容

対象者

販売・契約行為 有 無

 当会館は公共の施設であるため、下記行為は条例によりお断りしております。
 同意の上、ご利用ください。

　 令和  　　年 　　月 　　日

住所　　

団体名

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

ご利用同意書

株式会社SBSプロモーション・株式会社エスピーエスたくみ・
株式会社ＮＴＴファシリティーズ東海支店　　様

一般　　・　　関係者

代表者　　　　　　　　　　　　　　申請者　　　　　　　　　　　　　　　

   ・利用料は請求書受け取り日から一週間以内に支払います。

   ・会館内での【物販行為】・【契約行為】・【金銭の授受】は行いません。

　　ホールでの催し物に関連する物販行為については物品販売許可申
　　請書を提出致します。

電話番号　　　　　　　　（　　　　　　）

   ・利用施設の取り消し、変更は会議室、練習室の場合は利用日の7日
　　前まで、ホールの場合は30日前までに申し出ます。それぞれの期間
　　を過ぎた場合は、払戻し請求を致しません。


